
- 1 -

別記 個人情報取扱特記事項

改 正 後 改 正 前

別記 個人情報取扱特記事項（Ｒ8.2.20 から適用）

機密保持及び個人情報保護に関する特記事項

（基本的事項）

第１条 受注者は、機密情報（本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上

の情報等で、秘密である旨を示されたもの。）及び個人情報（個人情報の保護に関する法律第２

条第１項に規定する個人情報をいう。                       

                                    ）（以下「機密

情報・個人情報」という。）の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、

人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱い

を適正に行わなければならない。

第２条～第５条  （略）

（安全管理措置）

第６条 受注者は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は発

注者から引き渡された          機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失（以

下「漏えい等」という。）することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めな

ければならない。

２～８  （略）

第７条～第１３条  （略）

別記 個人情報取扱特記事項（Ｒ6.12.26 から適用）

機密保持及び個人情報保護に関する特記事項

（基本的事項）

第１条 受注者は、機密情報（本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上

の情報等で、秘密である旨を示されたもの。）及び個人情報（生存する個人に関する情報であっ

て、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それによ

り、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。）（以下「機密情報・

個人情報」という。）の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、人の

生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱いを適

正に行わなければならない。

第２条～第５条  （略）

（安全管理措置）

第６条 受注者は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は発

注者から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失（以下

「漏えい等」という。）することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなけ

ればならない。

２～８  （略）

第７条～第１３条  （略）
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改 正 後 改 正 前

（対象外）

第１４条 発注者及び受注者は、次の各号のいずれかに該当する情報は、機密情報として扱わない

ことを確認する。ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしな

ければならないものとする。

（１）提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報

（２）提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報

（３）正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報

（４）機密情報を利用することなく独自に開発した情報

（５）保持義務を課すことなく第三者に提供した情報

２ 個人情報の取扱いにおいては、発注者及び受注者は前項を適用しない。

第１５条～第１６条  （略）

（監査、調査等）

第１７条 発注者は、委託契約期間中、受注者が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個

人情報の取扱い状況について、報告を求めることができる。

２ 発注者は、受注者がこの契約による業務において第７条第１項の機密情報・個人情報を取り扱

う場合は、委託契約期間中少なくとも１年に１回、受注者が処理するこの契約による業務に係る

機密情報・個人情報の取扱い状況について、原則として当該作業を行う作業場所において機密情

報・個人情報を取り扱う委託契約に係る実地検査（書面）報告書により監査、調査等（以下「実

地検査」という。）をするものとする。

３ 発注者は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、実地検査を書面報告に代えることができ

る。なお、受注者から提出された書面報告の内容に疑義がある場合は、原則として実地検査をす

るものとする。

（１）受注者がプライバシーマーク又は ISMS（JISQ27001（ISO/IEC27001）の認証を取得し

ている場合

（対象外）

第１４条 発注者及び受注者は、次の各号     に該当する情報は、機密情報として扱わない

ことを確認する。ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしな

ければならないものとする。

（１）提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報

（２）提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報

（３）正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報

（４）機密情報を利用することなく独自に開発した情報

（５）保持義務を課すことなく第三者に提供した情報

２ 個人情報の取扱いにおいては、発注者及び受注者は前項を適用しない。

第１５条～第１６条  （略）

（監査、調査等）

第１７条 発注者は、委託契約期間中、受注者が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個

人情報の取扱い状況について、報告を求めることができる。

２ 発注者は、受注者がこの契約による業務において第７条第１項の機密情報・個人情報を取り扱

う場合は、委託契約期間中少なくとも１年に１回、受注者が処理するこの契約による業務に係る

機密情報・個人情報の取扱い状況について、原則として当該作業を行う作業場所において機密情

報・個人情報を取り扱う委託契約に係る実地検査（書面）報告書により監査、調査等（以下「実

地検査」という。）をするものとする。

３ 発注者は、以下の各号     に該当する場合は、実地検査を書面報告に代えることができ

る。なお、受注者から提出された書面報告の内容に疑義がある場合は、原則として実地検査をす

るものとする。

一 受注者がプライバシーマーク又は ISMS（JISQ27001（ISO/IEC27001）の認証を取得し

ている場合
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改 正 後 改 正 前

（２）受注者の作業場所について、セキュリティ対策として受注者の従業員以外の立ち入りを

禁止している場合

（３）受注者の作業場所が県外等の遠隔地にある場合

（４）発注者から受注者に提供した個人情報について氏名を番号に置き換える等、容易に照合

することができない程度の匿名化処置を講じている場合

（５）受注者が、要配慮個人情報が含まれる個人情報又は特定個人情報を取り扱わず、かつ、取

り扱う個人情報の人数が１００人未満の場合

（６）契約期間が１箇月以内、かつ、発注者が実地検査を行うと納期の遅延をもたらすおそれが

ある場合

以下、省略

二 受注者の作業場所について、セキュリティ対策として乙の従業員以外の立ち入りを禁止

している場合

三 受注者の作業場所が県外等の遠隔地にある場合

四 発注者から受注者に提供した個人情報について氏名を番号に置き換える等、容易に照合す

ることができない程度の匿名化処置を講じている場合

五 受注者が、要配慮個人情報が含まれる個人情報又は特定個人情報を取り扱わず、かつ、取り

扱う個人情報の人数が１００人未満の場合

六 契約期間が１箇月以内、かつ、発注者が実地検査を行うと納期の遅延をもたらすおそれがあ

る場合

以下、省略


